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病 院 局 管 理 規 程

鳥取県病院局組織規程及び鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布す

る。

平成23年３月29日

鳥取県営病院事業管理者 柴 田 正 顕

鳥取県病院局管理規程第２号

鳥取県病院局組織規程及び鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

（鳥取県病院局組織規程の一部改正）

第１条 鳥取県病院局組織規程（平成７年鳥取県病院局管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という。）に対応する次の

表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正後表」という。）が存在する場合に

は、当該改正表を当該改正後表に改め、改正表に対応する改正後表が存在しない場合には、当該改正表を削

り、改正後表に対応する改正表が存在しない場合には、当該改正後表を加える。

改 正 後 改 正 前

（病院の内部組織の設置） （病院の内部組織の設置）

第５条 次の表の第１欄に掲げる病院ごとに、同表の 第５条 次の表の第１欄に掲げる病院ごとに、同表の

第２欄に掲げる局、室及びセンターを置き、その事 第２欄に掲げる局、室及びセンターを置き、その事

務を所掌させるため、同表の第３欄に掲げる科、 務を所掌させるため、同表の第３欄に掲げる科、

室、部及び課を置き、鳥取県立中央病院医療局の内 室、部及び課を置き、鳥取県立中央病院医療局の内

科及び放射線科の事務を所掌させるため、同表の第 科及び放射線科の事務を所掌させるため、同表の第

４欄に掲げる室を置く。 ４欄に掲げる室を置く。

鳥取県立中央 略 鳥取県立中央 略

病院 医療技術局 略 病院 医療技術局 略

栄養管理室 栄養管理室

中央滅菌材料室

看護局 看護局 中央滅菌材料室

略 略

略 略

（病院の所掌事務） （病院の所掌事務）

第６条 病院の所掌事務は、次のとおりとする。 第６条 病院の所掌事務は、次のとおりとする。

略 略

医療技 略 医療技 略

術局 栄養管理室 １ 患者給食及び栄養指導に 術局 栄養管理室 １ 患者給食及び栄養指導に

関すること。 関すること。

２ 給食材料の購入及び保管 ２ 給食材料の購入及び保管

に関すること。 に関すること。

平成23年３月29日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号



- 3 -

３ 給食用器機器具の管理に ３ 給食用器機器具の管理に

関すること。 関すること。

中央滅菌材 医療器具の洗浄及び滅菌に

料室 関すること。

看護局 １ 患者の看護及び診療介助 看護局 １ 患者の看護及び診療介助

に関すること。 に関すること。

２ 看護師、准看護師、助産 ２ 看護師、准看護師、助産

師及び看護助手の配置、勤 師及び看護助手の配置、勤

務及び保健衛生に関するこ 務及び保健衛生に関するこ

と。 と。

３ 看護師の教育及び研修に ３ 看護師の教育及び研修に

関すること。 関すること。

４ 看護学生の教育に関する ４ 看護学生の教育に関する

こと。 こと。

５ 病棟、手術室及び分べん ５ 病棟、手術室及び分べん

室の管理に関すること。 室の管理に関すること。

６ 看護に関する文書及び記 ６ 看護に関する文書及び記

録の作成並びに整理保管に 録の作成並びに整理保管に

関すること。 関すること。

７ その他看護に必要な事項 ７ その他看護に必要な事項

に関すること。 に関すること。

中央滅菌材 医療器具の洗浄及び滅菌に

料室 関すること。

略 略

（職制） （職制）

第７条 略 第７条 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 前項の長の職務を補佐し、長に事故がある場合に ５ 前項の長の職務を補佐し、長に事故がある場合に

その職務を代行させるため、必要があると認めると その職務を代行させるため、必要があると認めると

きは、病院に副院長を、医療局、医療技術局及び事 きは、病院に副院長を、医療局、医療技術局及び事

務局に副局長を、看護局に副局長及び看護師長を、 務局に副局長を、看護局に副局長及び看護師長を、

薬剤部に副部長を、医療安全・感染防止対策室、医 薬剤部に副部長を、医療安全・感染防止対策室、医

療情報管理室、女性職員支援室、地域医療連携室、 療情報管理室、女性職員支援室、地域医療連携室、

臨床研修支援室、中央放射線室、中央検査室、リハ 臨床研修支援室、中央放射線室、中央検査室、リハ

ビリテーション室、臨床工学室、栄養管理室、中央 ビリテーション室、臨床工学室、栄養管理室、中央

滅菌材料室、新生児集中治療室及びがん相談支援室 材料滅菌室及びがん相談支援室に副室長を、地域連

に副室長を、地域連携センターに副センター長を置 携センターに副センター長を置くことができる。

くことができる。

６及び７ 略 ６及び７ 略

（鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程の一部改正）

第２条 鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程（平成７年鳥取県病院局管理規程第７号）の一部を次のよう

に改正する。

平成23年３月29日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号
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次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該

改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削

り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（給料表） （給料表）

第３条 給料表の種類及び適用範囲は、次の表のとお 第３条 給料表の種類及び適用範囲は、次の表のとお

りとする。 りとする。

種類 適用範囲 種類 適用範囲

略 略

医療職 略 医療職 略

給料表 医療職給 副院長（看護師の職務に従事す 給料表 医療職給 副院長（看護師の職務に従事す

（別表 料表(３) る職員に限る。）、局長（看護 （別表 料表(３) る職員に限る。）、局長（看護

第２） 局長に限る。）、副局長（看護 第２） 局長に限る。）、副局長（看護

局の副局長に限る。）、副セン 局の副局長に限る。）、副セン

ター長、副室長（医療安全・感 ター長、室長（中央滅菌材料室

染防止対策室の副室長に限 長に限る。）、副室長（医療安

る。）、看護師長、副看護師 全・感染防止対策室の副室長に

長、看護主任、看護師、准看護 限る。）、看護師長、副看護師

師及び助産師 長、看護主任、看護師、准看護

師及び助産師

略 略

２～４ 略 ２～４ 略

別表第４（第３条、第４条関係） 別表第４（第３条、第４条関係）

行政職給料表級別職務分類表 行政職給料表級別職務分類表

職務の級 職務 職務の級 職務

略 略

４級 １及び２ 略 ４級 １及び２ 略

３ 副室長（医療情報管理室の副室長に

限る。）

４ 略 ３ 略

５級 １及び２ 略 ５級 １及び２ 略

３ 困難な業務を処理する副室長（医療

情報管理室の副室長に限る。）

４ 略 ３ 略

略 略

備考 略 備考 略

別表第５（第３条、第４条関係） 別表第５（第３条、第４条関係）

ア及びイ 略 ア及びイ 略

ウ 医療職給料表(３)級別職務分類表 ウ 医療職給料表(３)級別職務分類表

職務の級 職務 職務の級 職務
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略 略

５級 看護師長の職務 ５級 看護師長又は室長（中央滅菌材料室長

に限る。）の職務

略 略

附 則

この規程は、平成23年４月１日から施行する。
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病 院 局 訓 令

鳥取県病院局訓令第１号

鳥取県病院局被服交付規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成23年３月29日

鳥取県営病院事業管理者 柴 田 正 顕

鳥取県病院局被服交付規程の一部を改正する訓令

鳥取県病院局被服交付規程（平成７年鳥取県病院局企業訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が

存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

被服の交付を受ける職 員 標準使 被服の交付を受ける職 員 標準使

員 品目 数 用期間 摘要 員 品目 数 用期間 摘要

（月） （月）

１ 院長、副院長（医 白衣 ２ 24 １ 院長、副院長（医 白衣 ２ 24

師の職務に従事する 師の職務に従事する

者に限る。）、医療 者に限る。）、医療

局長、医療局の副局 局長、医療局の副局

長、部長（医療局の 長、部長（医療局の

部長に限る。）、セ 部長に限る。）、セ

ンター長、室長（健 ンター長、室長（健

診室長、中央滅菌材 診室長、血液浄化室

料室長、血液浄化室 長、新生児集中治療

長、新生児集中治療 室長、がん相談支援

室長、がん相談支援 室長、内視鏡室長、

室長、内視鏡室長、 化学療法室長及び画

化学療法室長及び画 像 診 断 室 長 に 限

像 診 断 室 長 に 限 る。）、医長、副医

る。）、医長、副医 長、副室長（女性職

長、副室長（女性職 員支援室の副室長

員支援室の副室長 （医師の職務に従事

（医師の職務に従事 する者に限る。）及

する者に限る。）、 び臨床研修支援室の

臨床研修支援室の副 副室長に限る。）、

室長及び新生児集中 医師及び歯科医師の

治療室の副室長に限 職務に従事する職員
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る。）、医師及び歯

科医師の職務に従事

する職員

略 略

10 医療技術局長（管 白衣 ２ 24 10 医療技術局長（栄 白衣 ２ 24

理栄養士の職務に従 白 衣 １ 24 養士の職務に従事す 白 衣 １ 24

事 す る 者 に 限 （ 半 る者に限る。）、医 （ 半

る。）、医療技術局 袖） 療技術局の副局長 袖）

の副局長（管理栄養 （栄養士の職務に従

士の職務に従事する 事 す る 者 に 限

者に限る。）、栄養 る。）、栄養管理室

管理室長、栄養管理 長、栄養管理室の副

室の副室長、副主幹 室長、副主幹（栄養

（管理栄養士の職務 士の職務に従事する

に従事する者に限 者に限る。）、栄養

る。）、管理栄養主 主任及び栄養士の職

任及び管理栄養士の 務に従事する職員

職務に従事する職員

略 略

13 副院長（看護師の 看護衣 ３ 36 13 副院長（看護師の 看護衣 ３ 36

職務に従事する者に 看護衣 ３ 36 職務に従事する者に 看護衣 ３ 36

限る。）、看護局 （ 半 限る。）、看護局 （ 半

長、看護局の副局 袖） 長、看護局の副局 袖）

長、医療技術局の副 予防衣 ３ 36 長、医療技術局の副 予防衣 ３ 36

局長（歯科衛生士の ナース ２ 12 局長（歯科衛生士の ナース ２ 12

職務に従事する者に 靴 職務に従事する者に 靴

限る。）、副センタ ナース 12 12 中央病 限る。）、副センタ ナース 12 12 中央病

ー長、室長（女性職 靴下 院に勤 ー長、室長（中央滅 靴下 院に勤

員 支 援 室 長 に 限 務する 菌材料室長及び女性 務する

る。）、副室長（医 職員に 職員支援室長に限 職員に

療安全・感染防止対 限る。 る。）、副室長（医 限る。

策室の副室長、女性 16 12 厚生病 療安全・感染防止対 16 12 厚生病

職員支援室の副室長 院に勤 策室の副室長、女性 院に勤

（看護師の職務に従 務する 職員支援室の副室長 務する

事 す る も の に 限 職員に （看護師の職務に従 職員に

る。）及びがん相談 限る。 事 す る も の に 限 限る。

支援室の副室長に限 る。）及びがん相談

る。）、看護師長、 支援室の副室長に限

副看護師長、副主幹 る。）、看護師長、

（歯科衛生士の職務 副看護師長、副主幹

に従事する者に限 （歯科衛生士の職務

る。）、看護主任、 に従事する者に限

歯科衛生主任、看護 る。）、看護主任、

師、准看護師及び歯 歯科衛生主任、看護

科衛生士の職務に従 師、准看護師及び歯
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事する職員 科衛生士の職務に従

事する職員

略 略

附 則

この訓令は、平成23年４月１日から施行する。
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代 表 監 査委員訓令

鳥取県代表監査委員訓令第１号

鳥取県監査委員事務局組織規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成23年３月29日

鳥取県代表監査委員 山 本 光 範

鳥取県監査委員事務局組織規程の一部を改正する訓令

鳥取県監査委員事務局組織規程（昭和47年鳥取県代表監査委員訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応する同表の改正後の欄

中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という。）が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号

とし、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動号（以下「削除号」という。）を削り、移動

後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号（以下「追加号」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号を除く。以下「改正部分」という。）に対応

する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。以下「改正後部分」という。）が存

在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合に

は、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（課の分掌事務） （課の分掌事務）

第３条 課の分掌事務は、次のとおりとする。 第３条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

監査第一課 監査第一課

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 定期監査に関すること。 (５) 定期監査（工事監査を除く。以下同じ。）、

県が財政的援助を与えているもの等の監査、決算

及び基金運用状況の審査並びに健全化判断比率及

び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項

を記載した書類（以下「財政指標等」という。）

の審査に関すること。

(６) 工事監査に関すること。

(６) 決算審査（企業会計を除く。）及び基金運用

状況の審査に関すること。

(７) 例月現金出納検査（企業会計を除く。）に関 (７) 例月現金出納検査に関すること。

すること。

(８) 略 (８) 略

監査第二課 監査第二課

(１) 財政的援助団体等監査に関すること。 (１) 定期監査、県が財政的援助を与えているもの

等の監査、決算及び基金運用状況の審査並びに財

政指標等の審査に関すること。

(２) 決算審査（企業会計に限る。）に関するこ

と。
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(３) 例月現金出納検査（企業会計に限る。）に関 (２) 例月現金出納検査に関すること。

すること。

(４) 略 (３) 略

(４) 外部監査に関すること。

監査第三課 監査第三課

(１) 定期監査、県が財政的援助を与えているもの

等の監査、決算及び基金運用状況の審査並びに財

政指標等の審査に関すること。

(１) 略 (２) 略

(２) 健全化判断比率等の審査に関すること。

(３) 外部監査に関すること。

(４) 略 (３) 略

(５) 略 (４) 略

(６) 略 (５) 略

(７) 略 (６) 略

(７) 例月現金出納検査に関すること。

（職員の職） （職員の職）

第４条 職員の職は、事務局長、次長、参事、課長、 第４条 職員の職は、事務局長、次長、参事、課長、

監査主幹、監査副主幹、主事及び技師並びに特別調 監査主幹、監査主任、主事及び技師並びに特別調査

査員とする。 員とする。

（職務） （職務）

第５条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりであ 第５条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりであ

る。 る。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 監査主幹、監査副主幹、主事及び技師並びに (５) 監査主幹、監査主任、主事及び技師並びに特

特別調査員 上司の命を受け、事務に従事する。 別調査員 上司の命を受け、事務に従事する。

附 則

この訓令は、平成23年４月１日から施行する。


